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第１章 総則 

第１条（目的） 

一般社団法人森青年会議所（以下「本会議所」という）の役員選出を円滑にし、正会員

の総意を反映させることを目的として、本役員選出規則（以下「本規則」という）を設け

る。 

 

第２章 選考委員会 

第２条（選考委員会の構成） 

本会議所の選考委員会は次の者を選考委員として構成する。 

１ 当該年度理事長、副理事長、専務理事 

２ 当該年度直前理事長 

３ 当該年度監事 

４ 当該年度各室より理事長が指名した２名 

第３条（選考委員の決定及び選考委員会の設置期日） 

本会議所の選考委員会は７月１５日までに決定設置しなければならない。 

第４条（選考委員長の選任） 

前項により決定した選考委員の互選により選考委員長を選任し、選考委員長は議長とな

る。 

第５条（選考委員会の職務） 

選考委員会は次年度理事長候補者を選考する。 

第６条（選考委員会の決議） 

選考委員会の議決は選考委員の３分の２以上が出席して、その過半数をもって決定する。 

第７条（次年度理事長候補者） 

選考委員会が次年度理事長候補者として選考した会員は、総会によって選出され、理事

会において理事長候補者として選定される。 

 

第３章 次年度理事長候補者 

第８条（次年度理事長候補者の資格） 

次年度理事長候補者は次の一項に該当しなければならない。 

１ 副理事長又は専務理事経験者 

２ 役員経験３回以上の者 

３ 公益社団法人日本青年会議所役員並びに役員経験者 

４ 北海道地区協議会の役員並びに役員経験者 



第９条（次年度理事長予定者の立候補） 

１ 次年度理事長候補者に立候補する者は立起当該年度及び前年度例会出席率８０％

以上の者とする。 

２ 次年度理事長候補者に立候補を希望する者は７月１５日までに事務局に所定の様

式に必要事項を記入の上、立候補の届出をしなければならない。 

 

第４章 選挙及び選挙管理委員会 

第１０条（選挙管理委員会） 

選考委員会は次年度理事長候補者の立候補届出を受けると同時に選挙管理委員会とな

る。なお、次年度理事長候補者に立候補する者は選挙管理委員会委員となり得ない。 

第１１条（投票） 

選挙管理委員会は総会において次の通り投票手続きを行い、次年度理事長候補者を決定

する。 

１ 立候補者１名の場合は正会員による無記名信任投票とする。 

２ 立候補者２名以上の場合は正会員による単記無記名投票とする。 

第１２条（決定） 

次年度理事長候補者選出のための信任投票、並びに正会員の３分の２以上の投票を必要

とし、その過半数をもって決定する。 

立候補者が２名以上で第１回の投票で有効投票の過半数の票を得る立候補者がいない

場合は、上位２名で決戦投票を行う。 

第１３条（不信任） 

次年度理事長候補者の立候補が１名で、不信任の場合は選考委員会において次年度理事

長候補者を決定する。 

 

第５章 補則 

第１４条（補則） 

本規則に定めるものの他、必要な事項は理事会の決議により別に定める。 

 

附則 

この規則は、一般社団法人森青年会議所の設立の登記の日（平成２４年○月○日）から施

行する 


